
 

 

転学までの手順 
 
次①～⑤の手順になります。まずはお問い合わせ下さい。 
 
 
① 転入希望者の本校への問い合わせ(022-271-4471 担当 阿部) 
 
② 現在籍校からの本校への問い合わせ(022-271-4471 担当 阿部) 

○ 照会に係る必要書類の確認 
○ 教育課程の履修状況の確認 
○ 転学受け入れの可否についての相談 
 

③ 転学照会と出願の手続き  
「平 成 23 年 度 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 における被 災 地 域 からの転 入 学 について（案 内 ）」  

「転 入 学 について（案 内 ）」 

                         下記文書のとおり 
 

※ 被災に関わる転学 と 一家転住による転学 で手続きが異なります 

 

 
④ 転入学考査および当日合否発表。 
 
⑤ 合格の場合 直ちに転入の手続き 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

平 成 23 年 度 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 における 被 災 地 域 からの転 入 学 について（案 内）        

仙台市立仙台高等学校 

１．転入学出願受理条件 

 次の条件を満たす場合に出願が受理されます。 

① 被災によるやむを得ない事由によること。 

② 転住する住所が「仙台市立高等学校の通学区域に関する規則」 

（平成１２年仙台市立教育委員会規則第４号）に定められている通学区域内にあること。 

※本校の通学区域は、仙台市・塩竃市・多賀城市・宮城郡及び黒川郡です。※ 1,2 年生については宮城県内です。 

③ 生徒本人が保護者(保証人)とともに転居すること。 

２．出願受付期間 

  転入学考査の２日前までです。（出願決定後、できるだけ早めにお願いします。） 

３．出願手続き 

 本校への転入学を希望する者は、次の出願書類①②③を在籍高等学校長経由で本校校長に提出し、所

定の受験料④は転入考査(検査)当日現金で納入してください。 

① 転入学願書 (別紙様式) 

② 被災を証明する書類･･･「り災証明書」(写し可) 

(用意できない場合は保護者又は保証人の事由書) 

③ 住居に関する証明･･･上記 1.②の通学区域内 新住居の「住民票」、「賃貸借契約書」(写し可)    

等 (用意できない場合は保護者又は保証人の住居に関する事由書) 

    ④ 受験料 2,200 円（受験日納付） 

[現在の在籍高校で準備いただく書類] 

⑤ 新 2,3 年生について 成績証明書（修得単位、授業日数、欠席日数を記載したもの） 

※ 当該学年の定期考査得点や評定が未定の場合には、仮評価等で代えたものとする。 

    新 1 年生について 23 年度入試結果に関する資料(各教科の評定、学力検査の各教科の結果等)  

 上記①②③⑤の書類提出をもって、出願の受付とします。（郵送可） 

４．転入学考査について  

 ①日時  平成２３年４月１９日(火)、５月２４日(火)、６月２３日(木)、７月２０日(水)、 

１２月２１日(水)、  平成２４年３月２２日(木) 

いずれも午前 8時 20分受付 

②内容   全学年 以下の教科に関する筆記試験と面接     

※ 平成２３年４月１９日(火)実施の新 1 年生については 面接のみ 

③考査日程  

８時２０分～ ８時３０分 受付         

８時４０分～ ９時３０分 国語         

９時４０分～１０時３０分 英語 

１０時４０分～１１時３０分 数学 

１１時４０分～１２時３０分 面接 

          転入学考査や面接 および 提出書類の審査をもって合否を判定します。 

５．転入学の許可 

 転入学考査の合否は、考査当日「本校玄関前」に掲示します(時間は当日指示します)。 

 合格した場合、発表後すぐに  転入学手続きや学校生活についての説明を行います。 

６．その他 

  ① 考査当日は、上履きを持参してください。   
② 宮城県では複数の高校に出願した場合、最初に合格した高校に転入学することになります。 

③ 不合格になった場合は 異なる月であっても再び受験することはできません。 

※ 平成２３年４月１９日(火)実施の新 1 年生について 

８時２０分～ ８時３０分 受付 

８時４０分～ ９時３０分 面接 



 

 

転入学について（案内） 
仙台市立仙台高等学校 

１．転入学出願受理条件 

 次の条件を満たす場合に出願が受理されます。 

① 一家転住等の正当な事由があること。 

② 転住する住所が「仙台市立高等学校の通学区域に関する規則」 

（平成１２年仙台市立教育委員会規則第４号）に定められている通学区域内にあること。 

※本校の通学区域は、仙台市・塩竃市・多賀城市・宮城郡及び黒川郡です。 

  ※ 1,2 年生については宮城県内です。 

２．出願受付期間 

  転入学考査の２日前までです。（出願決定後、できるだけ早めにお願いします。） 

３．出願手続き 

 本校への転入学を希望する者は、次の出願書類①②を在籍高等学校長経由で本校校長に提出し、所定

の受験料③ は転入考査(検査)当日現金で納入してください。 

 ① 転入学願書 （本校所定のもの） 

②一家転住を証明する以下ⅰ) ⅱ)の書類 

 ⅰ)  転勤等を証明する書類（転勤辞令等の写し） 

ⅱ)  住居に関する証明･･･上記 1.②の通学区域内の新住居の社宅等の入居証明書・ 

家屋の賃貸契約書の写し・持ち家の場合は住宅の登記簿謄本、等 

※ 同居の場合はさらに世帯主の同居承諾書 

    ③ 受験料 2,200 円（受験日納付） 

[現在の在籍高校で準備いただく書類] 

④ 在籍証明書 

⑤ 成績証明書（修得単位、授業日数、欠席日数を記載したもの） 

※ 当該学年の定期考査得点や評定が未定の場合には、仮評価等で代えたものとする。 

      上記①②④⑤の書類提出をもって、出願の受付とします。（郵送可） 

４．転入学考査について  

 ①日時  平成２３年４月１９日(火) ･･･対象 新 2,3 年生 

７月２０日(水)、１２月２１日(水) ･･･対象 全学年 

平成２４年３月２２日(木)  ･･･対象 新 2,3 年生 

いずれも午前 8時 20分受付 

②内容     以下の教科に関する筆記試験と面接     

③考査日程     転入学考査や面接 および 提出書類の審査をもって合否を判定します。 

８時２０分～ ８時３０分 受付         

８時４０分～ ９時３０分 国語         

９時４０分～１０時３０分 英語 

１０時４０分～１１時３０分 数学 

１１時４０分～１２時３０分 面接 

５．転入学の許可 

 転入学考査の合否は、考査当日「本校玄関前」に掲示します(時間は当日指示します)。 

 合格した場合、発表後すぐに  転入学手続きや学校生活についての説明を行います。 

６．その他 

  ① 考査当日は、上履きを持参してください。   
② 宮城県では複数の高校に出願した場合、最初に合格した高校に転入学することになります。 

③不合格になった場合は 異なる月であっても再び受験することはできません。 



 

 

転 入 学  願  書  

                          (一家転住に関する) 

                                        平成  年    月    日  

 

 仙台市立仙台高等学校  
校長 石  川 清  志 様  

                           
生徒氏名  

（本人署名又は記名押印） 

 

 

                                生年月日   年   月   日生  

                               保護者名  
（本人署名又は記名押印） 

 

 

 
   貴校普通科第  学年に入学したいので保護者連署の上，お願い
します。  

 
 

性別

現住所

現 在籍校
  　科
　　学年

本人との続柄

現住所

連絡先
(携帯電話等)

本
人

　　　　　　　　　　　　　　　　　(                  )科  第　　　　学年 在籍

新住所

転学の理由

備考

保
護
者

 

ふりがな 



(別紙様式）

入 学 者 選 抜 手 数 料 受

仙台市立高等学校出願者は現 付

金を添えること。 番 号

号

転入学願書〈罹災地域からの弾力的受入に伴う転学〉

平成２３年 月 日

仙台市 高等学校長 様

ふ り が な

本 人 氏 名

（本人署名又は記名押印）

〈生年月日 平成 年 月 日〉

保護者（又は保証人）氏名

（本人署名又は記名押印）

貴校（全日制・定時制）課程 科 コース・部に入学したいので，

保護者（保証人）連署の上，お願いします。

記

理由

新住所

及び

保護者（保証人）連絡先

（携帯電話等）

昭和

出身中学校 年 月

平成

卒業見込・卒業

備考




